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(57)【要約】
【課題】製造が容易で離型性に優れ、高温プレス時の被着体への離型層の移行が抑制され
ており、被着体の汚染や廃棄時の環境負荷が少なく、さらに耐水性が向上した離型シート
を提供する。
【解決手段】基材上に酸変性ポリオレフィン樹脂、ポリビニルアルコールおよび架橋剤を
含有する離型層を形成してなる離型用シートであって、前記架橋剤として、カルボジイミ
ドまたはオキサゾリン化合物から選ばれる架橋剤Ａとメラミン化合物から選ばれる架橋剤
Ｂとを含有することを特徴とする離型用シート。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基材上に酸変性ポリオレフィン樹脂、ポリビニルアルコールおよび架橋剤を含有する離型
層を形成してなる離型用シートであって、前記架橋剤として、カルボジイミドまたはオキ
サゾリン化合物から選ばれる架橋剤Ａとメラミン化合物から選ばれる架橋剤Ｂとを含有す
ることを特徴とする離型用シート。
【請求項２】
架橋剤Ｂの含有量が、酸変性ポリオレフィン樹脂１００質量部に対して１～１００質量部
であることを特徴とする請求項１記載の離型用シート。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　近年、離型用シートは工業的に広く用いられている。離型用シートの用途としては、例
えば、粘着シート、粘着テープなどの粘着材料の粘着・接着面保護材料用途、該粘着材料
の製造のための工程材料用途、プリント配線板、フレキシブルプリント配線板、多層プリ
ント配線板等の製造のための工程材料用途、液晶ディスプレー用部品である偏光板や位相
差板の保護材料用途、さらには、シート状構造体の成形用途などが挙げられる。
　特許文献１には、塗工性と離型性を両立した離型シートとして、離型層に酸変性ポリオ
レフィンと特定の架橋剤を用いたことが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００２】
【特許文献１】国際公開第２００９／０２５０６３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１の離型用シートは、フッ素やシリコーンではハジキが生じてしまうような低
粘度のワニスを塗工・乾燥してシートを形成するような工程にも使用することができる。
しかしながら、凝集力・耐擦過性が十分とはいえない場合がある。特に、１５０℃以上の
高温プレスを行う際には、離型層の成分が被剥離物の表面へ移行する場合があり、被剥離
物の後加工が阻害されたり、離型層自体の残留接着率が低くなるといった現象が起こりう
る。また、特許文献１の離型用シートにおいて、ポリビニルアルコールを離型層に用いた
場合には、この成分に由来する末端水酸基により、離型層の耐水性、特に耐水擦過性を低
下させることがある。
【０００４】
　このように、特許文献１の離型用シートは、通常は２００℃程度の高温に晒されたり、
水と接触するような用途、例えば、基板のプレス用途、同時成型転写や水圧転写用途のよ
うな転写用途、水系樹脂の塗工によるシート形成のような用途では使用しにくいという問
題があった。
【０００５】
　本発明は、これらの問題を鑑み、製造が容易で離型性に優れ、高温プレス時の被着体へ
の離型層の移行が抑制されており、被着体の汚染や廃棄時の環境負荷が少なく、さらに耐
水性が向上した離型シートを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、離型層として、酸変性ポ
リオレフィン樹脂とポリビニルアルコールに加えて、特定の架橋剤の組合せを用いると、
前記課題が顕著に改善されることを見出し、本発明に到達した。
　すなわち、本発明の要旨は、下記の通りである。
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（１）基材上に酸変性ポリオレフィン樹脂、ポリビニルアルコールおよび架橋剤を含有す
る離型層を形成してなる離型用シートであって、前記架橋剤として、カルボジイミドまた
はオキサゾリン化合物から選ばれる架橋剤Ａとメラミン化合物から選ばれる架橋剤Ｂとを
含有することを特徴とする離型用シート。
（２）架橋剤Ｂの含有量が、酸変性ポリオレフィン樹脂１００質量部に対して１～１００
質量部であることを特徴とする（１）記載の離型用シート。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の離型用シートは、適度な濡れ性を有しながらも良好な離型性を備えており、特
に高温プレス時の被着体への離型層の移行が抑制されている。しかも、架橋密度の上昇に
より末端水酸基が減少しているので耐水性も向上しており、その結果、耐水擦過性が改良
されている。そのため、水性材料の塗工乾燥や水圧転写などの、水分や湿度が高い環境下
で剥離されても安定した離型性を保持することができる。
【０００８】
　さらに、本発明の離型用シートは、製造の際に、離型層を積層させる工程が簡便である
。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　本発明の離型用シートは、基材上に離型層を設けてなるものである。
【００１０】
本発明の離型用シートにおいて、その離型層には、酸変性ポリオレフィン樹脂、ポリビニ
ルアルコールおよび架橋剤を含有する。
【００１１】
　酸変性ポリオレフィン樹脂の主成分であるオレフィン成分は、特に限定されないが、エ
チレン、プロピレン、イソブチレン、２－ブテン、１－ブテン、１－ペンテン、１－ヘキ
セン等の炭素数２～６のアルケンが好ましい。また、これらの混合物を用いてもよい。中
でも、エチレン、プロピレン、イソブチレン、１－ブテン等の炭素数２～４のアルケンが
より好ましく、エチレン、プロピレンがさらに好ましく、エチレンが最も好ましい。
【００１２】
　酸変性ポリオレフィン樹脂中の、酸変性成分としては、例えば、不飽和カルボン酸成分
が挙げられる。不飽和カルボン酸成分としては、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸
、無水マレイン酸、イタコン酸、無水イタコン酸、フマル酸、クロトン酸等のほか、不飽
和ジカルボン酸のハーフエステル、ハーフアミド等が挙げられる。
【００１３】
　上記のなかでも、分散安定化に優れる面から、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸
、無水マレイン酸が好ましく、アクリル酸、メタクリル酸、無水マレイン酸が特に好まし
い。
【００１４】
　酸変性ポリオレフィン樹脂は、その酸変性成分の変性割合が酸変性ポリオレフィン樹脂
の１～３０質量％であることが好ましく、１～１０質量％がより好ましく、３～１０質量
％がさらに好まし。酸変性成分の変性割合が１質量％未満の場合は、離型層と基材との十
分な密着性が得られない場合があり、また被着体を汚染する場合がある。さらに、酸変性
ポリオレフィン樹脂を水性分散体として用いる場合には、水性分散化が困難となる場合が
ある。一方、酸変性成分の変性割合が３０質量％を超えると、離型性が低下する場合があ
る。
【００１５】
　酸変性ポリオレフィン樹脂は、離型層と基材との接着性を向上させることを目的として
、（メタ）アクリル酸エステル成分を含有していることが好ましい。（メタ）アクリル酸
エステル成分を含む場合、その含有量は、様々な基材に対する良好な密着性の観点から、
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０．５～４０質量％であることが好ましく、１～２０質量％であることがより好ましく、
３～１０質量％であることがさらに好ましい。
【００１６】
　（メタ）アクリル酸エステル成分としては、例えば、（メタ）アクリル酸と炭素数１～
３０のアルコールとのエステル化物が挙げられる。なかでも、入手のし易さの点から、（
メタ）アクリル酸と炭素数１～２０のアルコールとのエステル化物が好ましい。
【００１７】
　（メタ）アクリル酸エステル成分の具体例としては、（メタ）アクリル酸メチル、（メ
タ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸プロピル、（メタ）アクリル酸ブチル、（メ
タ）アクリル酸ヘキシル、（メタ）アクリル酸オクチル、（メタ）アクリル酸デシル、（
メタ）アクリル酸ラウリル、（メタ）アクリル酸オクチル、（メタ）アクリル酸ドデシル
、（メタ）アクリル酸ステアリル等が挙げられ、これらの混合物を用いてもよい。なかで
も、基材との密着性に優れる点から、（メタ）アクリル酸メチル（メタ）アクリル酸エチ
ル、（メタ）アクリル酸ブチル、アクリル酸ヘキシル、アクリル酸オクチルが好ましく、
アクリル酸エチル、アクリル酸ブチルがより好ましく、アクリル酸エチルが特に好ましい
。なお、「（メタ）アクリル酸～」とは、「アクリル酸～またはメタクリル酸～」を意味
する。
【００１８】
　酸変性ポリオレフィン樹脂を構成する各成分は、酸変性ポリオレフィン樹脂中において
共重合されていればよく、その形態は限定されない。共重合の形態としては、例えば、ラ
ンダム共重合、ブロック共重合、グラフト共重合（グラフト変性）などが挙げられる。
【００１９】
　酸変性ポリオレフィン樹脂の融点は、８０～１５０℃であることが好ましく、８５～１
３０℃がより好ましく、９０～１００℃がさらに好ましい。融点が１５０℃を超えると、
離型層を形成するために高温での処理が必要となる場合があり、一方、８０℃未満では離
型性が著しく低下する場合があるため、ともに好ましくない。
【００２０】
　酸変性ポリオレフィン樹脂のビカット軟化点は、５０～１３０℃であることが好ましく
、５３～１１０℃がより好ましく、５５～９０℃がさらに好ましい。ビカット軟化点が１
３０℃を超えると離型層を形成するために高温での処理が必要となる場合があり、一方、
５０℃未満であると離型性が著しく低下する場合があるため、ともに好ましくない。
【００２１】
　酸変性ポリオレフィン樹脂のメルトフローレート（ＭＦＲ）は、１９０℃、２１６０ｇ
荷重において、１～１０００ｇ／１０分であることが好ましく、１～５００ｇ／１０分で
あることがより好ましく、２～３００ｇ／１０分であることがさらに好ましく、２～２０
０ｇ／１０分であることが特に好ましい。ＭＦＲが１ｇ／１０分未満であると、酸変性ポ
リオレフィン樹脂を製造することが困難となる場合があり、さらに酸変性ポリオレフィン
樹脂を水性分散体とすることが困難になる場合がある。一方、ＭＦＲが１０００ｇ／１０
分を超えると、離型層と基材との密着性が低下する場合があり、さらに被着体への移行が
起こりやすくなる場合がある。
【００２２】
　本発明の離型用シートの離型層は、架橋剤として、カルボジイミドまたはオキサゾリン
化合物から選ばれる架橋剤Ａとメラミン化合物から選ばれる架橋剤Ｂとを含有する。
【００２３】
　離型層に用いられる架橋剤Ａ（カルボジイミド化合物またはオキサゾリン化合物）は、
酸変性ポリオレフィン樹脂を架橋させる役割を、架橋剤Ｂ（メラミン化合物）はポリビニ
ルアルコールを架橋させる役割を担う。
【００２４】
　本発明において、架橋剤Ｂ（メラミン化合物）に代えて、イソシアネート化合物やエポ
キシ樹脂などの、他の反応性を有する化合物を用いた場合は、実用に耐え得る凝集性と耐



(5) JP 2012-171230 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

水性が期待できない。
【００２５】
　架橋剤Ａとして、カルボジイミド化合物とオキサゾリン化合物を併用してもよい。架橋
剤Ａとしてカルボジイミド化合物またはオキサゾリン化合物のいずれかを単独で用いる場
合には、混合安定性および保存安定性に優れる点から、オキサゾリン化合物を単独で用い
ることがより好ましい。
【００２６】
　本発明で用いられるカルボジイミド化合物は、分子中に少なくとも２つ以上のカルボジ
イミド基を有するカルボジイミド化合物を有するものであれば、特に限定されるものでは
ない。このようなカルボジイミド化合物としては、例えば、ｐ－フェニレン－ビス（２，
６－キシリルカルボジイミド）、テトラメチレン－ビス（ｔ－ブチルカルボジイミド）、
シクロヘキサン－１，４－ビス（メチレン－ｔ－ブチルカルボジイミド）などの２以上の
カルボジイミド基を有する化合物や、２以上のカルボジイミド基を有する重合体であるポ
リカルボジイミドが挙げられる。これらは１種又は２種以上を用いることができる。なか
でも、取り扱い易さの観点から、ポリカルボジイミドが好ましい。ポリカルボジイミドの
製法は、特に限定されるものではなく、例えば、イソシアネート化合物の脱二酸化炭素を
伴う縮合反応により製造することができる。
【００２７】
　カルボジイミド化合物は市販品も好適に使用でき、例えば、日清紡社製カルボジライト
シリーズなどを用いることができる。より具体的には、水溶性タイプの「ＳＶ－０２」、
「Ｖ－０２」、「Ｖ－０２－Ｌ２」、「Ｖ－０４」、エマルションタイプの「Ｅ－０１」
、「Ｅ－０２」、有機溶液タイプの「Ｖ－０１」、「Ｖ－０３」、「Ｖ－０７」、「Ｖ－
０９」、無溶剤タイプの「Ｖ－０５」が挙げられる。
【００２８】
　本発明に用いられるオキサゾリン化合物は、分子中に少なくともオキサゾリン基を２つ
以上有するものであれば、特に限定されるものではない。オキサゾリン化合物が好ましい
。このようなオキサゾリン化合物としては、例えば、２，２′－ビス（２－オキサゾリン
）、２，２′－エチレン－ビス（４，４′－ジメチル－２－オキサゾリン）、２，２′－
ｐ－フェニレン－ビス（２－オキサゾリン）、ビス（２－オキサゾリニルシクロヘキサン
）スルフィドなどの２以上のオキサゾリン基を有する化合物や、２以上のオキサゾリン基
含有する重合体（以下、オキサゾリン基含有ポリマーと称する場合がある）が挙げられる
。これらは、１種又は２種以上を用いることができる。中でも、取り扱い易さの観点から
、オキサゾリン基含有ポリマーが好ましい。
【００２９】
　オキサゾリン基含有ポリマーの製法は、特に限定されるものではなく、例えば、２－ビ
ニル－２－オキサゾリン、２－ビニル－４－メチル－２－オキサゾリン、２－イソプロペ
ニル－２－オキサゾリン等の付加重合性オキサゾリンを重合させる方法が挙げられる。そ
の重合方法は、特に限定されず、公知の種々の重合方法を採用することができる。また、
オキサゾリン化合物には、必要に応じて他の単量体が共重合されていてもよい。
【００３０】
　オキサゾリン化合物は市販品も好適に使用でき、例えば、日本触媒社製エポクロスシリ
ーズが挙げられる。より具体的には、水溶性タイプの「ＷＳ－５００」、「ＷＳ－７００
」、エマルションタイプの「Ｋ－１０１０Ｅ」、「Ｋ－１０２０Ｅ」、「Ｋ－１０３０Ｅ
」、「Ｋ－２０１０Ｅ」、「Ｋ－２０２０Ｅ」、「Ｋ－２０３０Ｅ」などが挙げられる。
【００３１】
　架橋剤Ａの含有量は、酸変性ポリオレフィン樹脂１００質量部に対して、１～５０質量
部であることが好ましく、３～３０質量部がより好ましく、５～１０質量部がさらに好ま
しい。１質量部未満では添加効果が乏しい場合がある。一方、５０質量部を超えると離型
性が低下する場合がある。なお、カルボジイミド化合物とオキサゾリン化合物を併用する
場合には、カルボジイミド化合物とオキサゾリン化合物の合計量が、上記した架橋剤Ａの
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含有量の範囲を満たしていればよい。
【００３２】
　離型層に含有される架橋剤Ｂとしてのメラミン化合物は、特に限定されないがメラミン
、メラミンとホルムアルデヒドを縮合して得られるメチロール化メラミン誘導体、メチロ
ール化メラミンに低級アルコールを反応させて部分的あるいは完全にエーテル化した化合
物およびこれらの混合物等が挙げられる。またメラミン樹脂としては単量体、２量体以上
の多量体からなる縮合物のいずれでもよく、これらの混合物でもよい。エーテル化に用い
られる低級アルコールとしてはメチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアル
コール、ｎ－ブタノール、イソブタノール等を挙げることができ、特にメチルアルコール
が好ましいが、特に限定するものではない。メラミン化合物は水酸基を含む化合物と反応
することが知られており、離型層中のポリビニルアルコール化合物と反応し、架橋密度の
上昇と水酸基の減少により離型層の凝集性と耐水性を向上させる。
【００３３】
　本発明において、架橋剤Ｂとしてのメラミン化合物は、特に限定されないが、水溶性、
反応性、保存性、耐湿性等の点からメチロール化メラミン誘導体を部分的にエーテル化し
た化合物およびその混合物が好ましく、特にメチロール基の５０％～９０％をエーテル化
した化合物が好ましい。
【００３４】
　本発明におけるメラミン化合物の含有量は、ポリビニルアルコールの含有量１００質量
部に対して１～１００質量部とすることが好ましく、１～５０質量部であることがさらに
好ましく５～３０質量部であることがさらに好ましい。１質量部未満の場合にはポリビニ
ルアルコールが十分架橋されておらず耐水擦過性が不十分となることがある。また、１０
０質量部を超える場合には未反応のメラミン化合物が塗膜中に残るため、剥離が重くなる
ことがある。
【００３５】
　ポリビニルアルコールは、その水酸基が酸変性ポリオレフィン樹脂の酸性基と反応して
、離型層中にエステル結合による架橋構造を形成させる。本発明において、用いられるポ
リビニルアルコールは、特に限定されないが、ビニルエステルの重合体を完全または部分
ケン化して得られたものが挙げられる。ケン化方法としては公知のアルカリケン化法や酸
ケン化法を用いることができる。なかでも、メタノール中で水酸化アルカリを使用して加
アルコール分解する方法が好ましい。本発明に用いられるポリビニルアルコールは、後述
のように、液状物として使用する場合のために、水溶性を有していることが好ましい。
【００３６】
　上記のビニルエステルとしては、ぎ酸ビニル、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、ピバ
リン酸ビニル、バーサチック酸ビニル等が挙げられる。なかでも、酢酸ビニルが工業的に
最も好ましい。
【００３７】
　上述のビニルエステルには、本発明の効果を損ねない範囲で、他のビニル系モノマーが
共重合されていてもよい。他のビニル系モノマーとしては、クロトン酸、アクリル酸、メ
タクリル酸等の不飽和モノカルボン酸、そのエステル類、その塩、その無水物、そのアミ
ド類およびそのニトリル類；マレイン酸、イタコン酸、フマル酸などの不飽和ジカルボン
酸およびその塩；炭素数２～３０のα－オレフィン類；アルキルビニルエーテル類；ビニ
ルピロリドン類などが挙げられる。
【００３８】
　ポリビニルアルコールの平均重合度は、特に限定されるものではないが、３００～２，
０００が好ましい。３００未満であると塗膜が凝集性が弱く、２０００を超えると離型剤
自体が増粘する。
【００３９】
　本発明において、ポリビニルアルコールの含有量は、酸変性ポリオレフィン樹脂１００
質量部に対して、５～２００質量部であることが好ましく、１０～１５０質量部がより好
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ましく、３０～１００質量部が最も好ましい。含有量が５質量部未満では添加効果が乏し
い場合がある。一方、２００質量部を超えても添加効果の向上は乏しく、また、ポリビニ
ルアルコールを液状物としての使用する際には、その液安定性が低下する場合がある。
【００４０】
　ポリビニルアルコールとしては、市販品を好適に使用でき、例えば、日本酢ビ・ポバー
ル社「Ｊ－ポバール」の「ＪＣ－０５」、「ＶＣ－１０」、「ＡＳＣ－０５Ｘ」、「ＵＭ
Ｒ－１０ＨＨ」、クラレ社「クラレポバール」の「ＰＶＡ－１０３」、「ＰＶＡ－１０５
」や「エクセバール」の「ＡＱ４１０４」、「ＨＲ３０１０」、電気化学工業社「デンカ
　ポバール」の「ＰＣ－１０００」、「ＰＣ－２０００」などが挙げられる。
【００４１】
　離型層には、巻き取り性向上を目的として、無機フィラーや有機フィラー等の微粒子（
以下、「マット剤」と称する場合がある）が含有されていてもよい。該微粒子の形状は特
に限定されないが、不定形、球状、連鎖状、中空、扁平、針状等、平板状等が挙げられる
。微粒子は、単独もしくは２種類以上配合して使用することができる。さらに、離型層を
形成する樹脂との親和性や、離型層を積層する際の溶媒中での分散安定性に優れる観点か
ら、マット剤の表面には表面処理が施されていてもよい。
【００４２】
　有機フィラーとしては、特に限定されないが、ポリスチレン、ポリアクリル酸メチルや
ポリアクリル酸エステル共重合体、ゴム等の架橋微粒子、熱可塑性樹脂の微粉体等が挙げ
られる。これらの有機フィラーの製法としては、乳化・懸濁重合時に２価以上のエチレン
性不飽和化合物を併用し末端基同士で二次架橋する方法、熱可塑性ポリマーと水溶性ポリ
マーとを混合し、加熱・溶融して、熱可塑性ポリマーを微粒子化する物理的溶融分散法が
挙げられる。粒径を制御しやすく、また様々な熱可塑性樹脂を微粒子化できるという点で
、物理的溶融分散法が好適である。
【００４３】
　無機フィラーとしては、特に限定されないが、クレ－、マイカ、酸化チタン、炭酸カル
シウム、カオリン、湿式および乾式法シリカさらにはコロイド状シリカ、リン酸カルシウ
ム、硫酸バリウム、アルミナ、ゼオライトなどが挙げられる。これらは、単独で、もしく
は二種以上組み合わせて用いることができる。無機微粒子は、分散性の向上を目的として
、シランカップリング剤等で表面処理されていることが望ましい。
【００４４】
　離型層には、本発明の効果を損なわない範囲で、シリコーン化合物、フッ素化合物、ワ
ックス類、界面活性剤などが含有されていてもよい。その場合には、シリコーン化合物、
フッ素化合物、ワックス類、界面活性剤の合計の含有量が、酸変性ポリオレフィン樹脂１
００質量部に対して１質量部以下であることが好ましい。該含有量が少ないほど、離型層
と基材との密着性が向上するとともに、被着体の汚染が抑制されるため、０．５質量部以
下であることがより好ましく、０．１質量部以下であることがさらに好ましく、含有して
いないことが特に好ましい。
【００４５】
　ワックス類としては、数平均分子量が１０，０００以下の、植物ワックス、動物ワック
ス、鉱物ワックス、石油化学ワックス等が挙げられる。ワックスの具体例としては、キャ
ンデリラワックス、カルナバワックス、ライスワックス、木蝋、ベリーワックス、ホホバ
ワックス、シアバター、蜜蝋、セラックワックス、ラノリンワックス、鯨蝋、モンタンワ
ックス、セレシン、パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、合成ポリエチ
レンワックス合成ポリプロピレンワックス、合成エチレン－酢酸ビニル共重合体ワックス
等が挙げられる。
【００４６】
　界面活性剤としては、カチオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、ノニオン性（非
イオン性）界面活性剤、両性界面活性剤、フッ素系界面活性剤、反応性界面活性剤が挙げ
られる。界面活性剤は、一般に乳化重合に用いられるもののほか、乳化剤類も含まれる。
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【００４７】
　アニオン性界面活性剤としては、高級アルコールの硫酸エステル塩、高級アルキルスル
ホン酸およびその塩、アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩、ポリオキシエチレンア
ルキルサルフェート塩、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルサルフェート塩、
ビニルスルホサクシネート等が挙げられる。
【００４８】
　ノニオン性界面活性剤としては、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエ
チレンアルキルフェニルエーテル、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル、エチレンオ
キサイドプロピレンオキサイドブロック共重合体、ポリオキシエチレン脂肪酸アミド、エ
チレンオキサイド－プロピレンオキサイド共重合体等のポリオキシエチレン構造を有する
化合物やポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル等のソルビタン誘導体等が挙げら
れる。
【００４９】
　両性界面活性剤としては、ラウリルベタイン、ラウリルジメチルアミンオキサイド等が
挙げられる。反応性界面活性剤としては、アルキルプロペニルフェノールポリエチレンオ
キサイド付加物やこれらの硫酸エステル塩、アリルアルキルフェノールポリエチレンオキ
サイド付加物やこれらの硫酸エステル塩、アリルジアルキルフェノールポリエチレンオキ
サイド付加物やこれらの硫酸エステル塩等の反応性２重結合を有する化合物が挙げられる
。
【００５０】
　離型用シートにおける離型層の厚みは、０．０１～５μｍであることが好ましく、０．
１～２μｍであることが好ましく、０．１～１μｍであることがより好ましく、０．２～
０．７μｍであることがさらに好ましい。０．０１μｍ未満では十分な離型性が得られず
、一方、５μｍを超える場合は離型性が低下する場合がある。
【００５１】
　離型層表面のぬれ張力は、３０ｍＮ／ｍ以上であることが好ましく、３２ｍＮ／ｍ以上
であることがより好ましい。ぬれ張力が３０ｍＮ／ｍ未満では、離型層上に別のコーティ
ング剤や液状物を積層するのが困難になる場合がある。本発明におけるぬれ張力とは、Ｚ
ｉｓｍａｎによる臨界表面張力を示すものであり、ＪＩＳ　Ｋ６７６８記載の方法で測定
することができる。
【００５２】
　離型用シートにおける基材としては、樹脂材料、紙、合成紙、布、金属材料、ガラス材
料等が挙げられる。基材の厚みは特に限定されるものではないが、通常は１～１０００μ
ｍであればよく、１～５００μｍが好ましく、１～１００μｍがより好ましく、１～５０
μｍが特に好ましい。
【００５３】
　基材に用いることのできる樹脂材料としては、例えば熱可塑性樹脂として、ポリエチレ
ンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ
）などのポリエステル樹脂；ポリプロピレン等のポリオレフィン樹脂；ポリスチレン樹脂
、６－ナイロン、ポリ－ｍ－キシリレンアジパミド（ＭＸＤ６ナイロン）等のポリアミド
樹脂；ポリカーボネート樹脂；ポリアクリルニトリル樹脂；ポリイミド樹脂、これらの樹
脂の複層体（例えば、ナイロン６／ＭＸＤ／ナイロン６、ナイロン６／エチレン－ビニル
アルコール共重合体／ナイロン６など）や、これらの樹脂の混合体等が挙げられる。
【００５４】
　樹脂材料は延伸処理されていてもよい。また、樹脂材料は、公知の添加剤や安定剤、例
えば帯電防止剤、可塑剤、滑剤、酸化防止剤などを含んでいてもよい。さらに、樹脂材料
においては、その他の材料と積層する場合の密着性を良くするために、コロナ処理、プラ
ズマ処理、オゾン処理、薬品処理、溶剤処理等の表面処理を施しておいてもよい。また、
樹脂材料の表面にはシリカ、アルミナ等が蒸着されていてもよく、バリア層や易接着層、
帯電防止層、紫外線吸収層、接着層などの他の層が積層されていてもよい。
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【００５５】
　基材に用いることができる紙としては、和紙、クラフト紙、ライナー紙、アート紙、コ
ート紙、カートン紙、グラシン紙、セミグラシン紙等を挙げることができる。
【００５６】
　基材に用いることのできる合成紙としては、その構造は特に限定されず、単層構造であ
っても多層構造であってもよい。多層構造としては、例えば基材層と表面層の２層構造、
基材層の表裏面に表面層が存在する３層構造、基材層と表面層の間に他の樹脂フィルム層
が存在する多層構造を例示することができる。また、基材における各層は、無機や有機の
フィラーを含有していてもよい。また、微細なボイドを多数有する微多孔性合成紙であっ
てもよい。
【００５７】
　基材に用いることのできる布としては、上述した樹脂材料からなる繊維や、木綿、絹、
麻などの天然繊維からなる不織布、織布、編布などが挙げられる。
【００５８】
　基材に用いることのできる金属材料としては、アルミ箔や銅箔などの金属箔やアルミ板
や銅板などの金属板などが挙げられる。ガラス材料の例としてはガラス板やガラス繊維か
らなる布などが挙げられる。
【００５９】
　上記樹脂材料を用いた基材には、離型層が積層された反対側に、紙、合成紙、布、他の
樹脂材料、金属材料等を積層してもよい。
【００６０】
　本発明の離型用シートは良好な離型性を有するものである。そのため、２ｋＰａ荷重、
７０℃の雰囲気下で２０時間放置した後の、離型層と被着体との間の剥離強度を、例えば
、１０Ｎ／５０ｍｍ以下とすることができる。該剥離強度は、８Ｎ／５０ｍｍ以下である
ことが好ましくは、より好ましくは７Ｎ／５０ｍｍ以下である。剥離強度が１０Ｎ／５０
ｍｍを超えると、離型性が不十分であり、離型用シートとして使用することが困難な場合
がある。
【００６１】
　本発明の離型用シートを製造する方法を、以下に説明する。
　本発明の離型用シートの製造方法は、特に限定されないが、例えば、酸変性ポリオレフ
ィン樹脂、ポリビニルアルコール、架橋剤Ａおよび架橋剤Ｂを液状媒体中に混合してなる
塗工液を、基材上に塗工した後に乾燥することで離型層を積層する製造方法が挙げられる
。この方法によれば、工業的に簡便に、離型用シートを得ることができる。
【００６２】
　前記塗工液を製造する方法としては、各成分が液状媒体中に均一に混合される方法であ
れば、特に限定されない。例えば、以下の（１）や（２）の方法が挙げられる。
製法（１）：酸変性ポリオレフィン樹脂の分散液または溶液に、架橋剤およびポリビニル
アルコールの分散液や溶液を添加して、それらを混合して液状物とする方法。
製法（２）：酸変性ポリオレフィン樹脂と、架橋剤およびポリビニルアルコールとの混合
物を液状化する方法。
【００６３】
　製法（１）を用いる場合において、架橋剤およびポリビニルアルコールの分散液または
溶液の溶質濃度は特に制限されるものではないが、取り扱いやすさの点から、５～１０質
量％が好ましい。
【００６４】
　製法（２）を用いる場合においては、酸変性ポリオレフィン樹脂を液状化する際に、架
橋剤およびポリビニルアルコールを添加してもよい。
【００６５】
　酸変性ポリオレフィン樹脂、架橋剤、ポリビニルアルコール以外の成分（例えば、前述
のマット剤など）を配合する場合は、（１）や（２）の製法における任意の段階で配合す
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ることができる。
【００６６】
　本発明の離型用シートを製造する場合において、酸変性ポリオレフィン樹脂の分散液ま
たは溶液を得るための溶媒、架橋剤およびポリビニルアルコールの分散液や溶液を得るた
めの溶媒、酸変性ポリオレフィン樹脂と、架橋剤およびポリビニルアルコールとを液状物
とするための溶媒は、基材上への塗工が可能であれば、特に限定されない。該溶媒として
は、たとえば、水、有機溶剤、あるいは水と両親媒性有機溶剤を含む水性媒体などが挙げ
られる。なかでも、環境負荷低減の観点から、また、ポリビニルアルコールの溶解性に優
れる観点から、水または水性媒体を使用することが好ましい。
【００６７】
　前記溶媒として用いられる有機溶剤としては、ジエチルケトン（３－ペンタノン）、メ
チルプロピルケトン（２－ペンタノン）、メチルイソブチルケトン（４－メチル－２－ペ
ンタノン）、２－ヘキサノン、５－メチル－２－ヘキサノン、２－へプタノン、３－へプ
タノン、４－へプタノン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン等のケトン類；トルエン
、キシレン、ベンゼン、ソルベッソ１００、ソルベッソ１５０等の芳香族炭化水素類；ブ
タン、ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン等の脂肪族炭
化水素類；塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン、１，１
，２，２－テトラクロロエタン、クロロベンゼン、ｏ－ジクロロベンゼン、ｍ－ジクロロ
ベンゼン、ｐ－ジクロロベンゼン等の含ハロゲン類；酢酸エチル、酢酸イソプロピル、酢
酸－ｎ－ブチル、酢酸イソブチル、酢酸－sec－ブチル、酢酸－３－メトキシブチル、プ
ロピオン酸メチル、プロピオン酸エチル、炭酸ジエチル、γ―ブチロラクトン、イソホロ
ン等のエステル類；加えて後述の両親媒性有機溶剤などが挙げられる。
【００６８】
　水性媒体とは、水と両親媒性有機溶剤からなり、水の含有量が２質量％以上である溶媒
を意味する。両親媒性有機溶剤とは、２０℃における有機溶剤に対する水の溶解性が５質
量％以上である有機溶剤をいう。なお、２０℃における有機溶剤に対する水の溶解性につ
いては、例えば「溶剤ハンドブック」（講談社サイエンティフィク、１９９０年第１０版
）等の文献に記載されている。
【００６９】
　水性媒体の具体例としては、メタノール、エタノール（以下「ＥＡ」と略称する）、ｎ
－プロパノール（以下「ＮＰＡ」と略称する）、イソプロパノール（以下「ＩＰＡ」と略
称する）等のアルコール類；テトラヒドロフラン、１，４－ジオキサン等のエーテル類；
アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類；酢酸メチル、酢酸－ｎ－プロピル、酢酸イ
ソプロピル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エチル、炭酸ジメチル等のエステル類；
そのほか、アンモニアを含む、ジエチルアミン、トリエチルアミン（以下「ＴＥＡ」と略
称する）、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルエタノールア
ミン（以下「ＤＭＥＡ」と略称する）、Ｎ，Ｎ－ジエチルエタノールアミン、Ｎ－ジエタ
ノールアミン等の有機アミン化合物；２－ピロリドン、Ｎ－メチル－２－ピロリドンなど
のラクタム類等が挙げられる。
【００７０】
　酸変性ポリオレフィン樹脂を上記のような水性媒体に分散化する方法は、特に限定され
ず、例えば、国際公開０２／０５５５９８号パンフレットに記載された方法が挙げられる
。
【００７１】
　酸変性ポリオレフィン樹脂を水性媒体に分散した分散液はアンモニアもしくは有機アミ
ン化合物で中和・安定化されていることが望ましい。アンモニアもしくは有機アミン化合
物で安定化された分散液はアルカリ性を示し、塗工液の安定性が高まる。また、塗膜の乾
燥時にこれらの成分を揮発させると架橋剤との反応性が急激に高まり架橋密度を上げるこ
とができる。一方、ナトリウムやリチウム等の金属で中和されている場合には、乾燥後に
もイオン性の性質が残存するので、架橋剤、特にオキサゾリンとの反応が十分に進まず、
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耐水性や離型性の向上が見られないことがある。
【００７２】
　水性媒体中の酸変性ポリオレフィン樹脂の分散粒子径は、他の成分との混合時の安定性
および混合後の保存安定性の点から、数平均粒子径が１μｍ以下であることが好ましく、
０．８μｍ以下であることがより好ましい。このような数平均粒子径は、前記国際公開０
２／０５５５９８号パンフレットに記載の製法により達成することが可能である。
【００７３】
　上記（１）や（２）の塗工液製法において、塗工液の固形分含有率は、離型層と基材の
積層条件、目的とする離型層の厚さ、性能等により適宜選択でき、特に限定されるもので
はないが、塗工液の粘性を適度に保ち、かつ良好な離型層を形成させるためには、１～６
０質量％が好ましく、５～３０質量％がより好ましい。
【００７４】
　塗工液を基材に塗工する方法としては、公知の方法が挙げられる。例えば、グラビアロ
ールコーティング、リバースロールコーティング、ワイヤーバーコーティング、リップコ
ーティング、エアナイフコーティング、カーテンフローコーティング、スプレーコーティ
ング、浸漬コーティング、はけ塗り法等により基材表面に均一に塗工し、必要に応じて室
温付近でセッティングした後、加熱処理に供して乾燥させる方法が挙げられる。このよう
にすることで、均一な樹脂層を基材に密着させて形成することができる。加熱処理の条件
は特に限定されないが、温度は１２０℃～２００℃が好ましく、時間は５～９０秒が好ま
しい。
【００７５】
　加熱処理後、必要に応じてエージング処理を行ってもよい。この処理により離型層の凝
集性や、基材との密着性の向上を高め、離型性能を安定することができる。エージング処
理の条件は特に限定されないが、４０～８０℃で２４時間～７２日程度が適当である。
【００７６】
　本発明の離型用シートは、様々な被着体に対して良好な離型性を有している。そのため
、離型層を介して、他の被着体に積層することで積層体とし、その後離型する用途におい
て、好適に用いられる。具体的には、粘着材料や液晶ディスプレー用部品などの保護材料
、プリント配線板を製造する際の工程材料、建材用に不飽和ポリエステルシートや表面の
保護層を転写する際の工程材料、インモールドデコレーション（ＩＭＤ）やスタンピング
やインクリボン等、文字や意匠や文字を転写するシートのベースフィルム、イオン交換膜
やセラミックグリーンシートなどのシート状構造体成形工程材料として好適に使用できる
。
【００７７】
　粘着材料としては、粘着シート、接着シート、粘着テープ、接着テープなどが挙げられ
る。より具体的には、基材に粘着剤が積層されたものである。粘着剤の成分や基材は特に
限定されないが、粘着剤としては、アクリル系粘着剤、天然ゴム系粘着剤、合成ゴム系粘
着剤が挙げられ、ここには、ロジン系、クマロン－インデン系、テルペン系、石油系、ス
チレン系、フェノール系、キシレン系などの粘着付与剤が含まれていてもよい。基材とし
ては、上述の、紙、布、樹脂材料などが挙げられる。
【００７８】
　プリント配線板としては、片面プリント配線板、両面プリント配線板、フレキシブルプ
リント配線板、多層プリント配線板などが挙げられる。
【００７９】
　液晶ディスプレー用部品としては、偏光板、位相差偏光板、位相差板などが挙げられる
。
【００８０】
　シート状構造体の例としては、パーフロロスルホン酸樹脂などの高分子電解質などから
なるイオン交換膜や、誘電体セラミックスやガラスなどからなるセラミックグリーンシー
トなどが挙げられる。これらは、溶媒でペースト状あるいはスラリー状とした原料を、離
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型用シート上へキャストすることで形成される。
【００８１】
　上記の中でも、本発明の離型用シートは、ＩＭＤやプレス用途等の高温・高圧に晒され
るプリント配線板の製造工程や、エマルジョンからのシート形成や水圧転写等の水分の影
響を受けやすい工程において、好適に使用することができる。
【実施例】
【００８２】
　以下に実施例によって本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらによって限定され
るものではない。
【００８３】
＜測定または評価方法＞
（１）酸変性ポリオレフィン樹脂の構成
　１Ｈ－ＮＭＲ分析（バリアン社製、３００ＭＨｚ）より求めた。オルトジクロロベンゼ
ン（ｄ４）を溶媒とし、１２０℃で測定した。
【００８４】
（２）酸変性ポリオレフィン樹脂の融点
　樹脂１０ｍｇをサンプルとし、ＤＳＣ（示差走査熱量測定）装置（パーキンエルマー社
製　商品名「ＤＳＣ７」）を用いて昇温速度１０℃／分の条件で測定を行い、得られた昇
温曲線から融点を求めた。
【００８５】
（３）酸変性ポリオレフィン樹脂のビカット軟化点
　ＪＩＳ　Ｋ７２０６－１９７９に従って測定した。
【００８６】
（４）酸変性ポリオレフィン樹脂のメルトフローレート（ＭＦＲ）
　ＪＩＳ　Ｋ６７３０（１９０℃、２１６０ｇ荷重）に従って測定した。
【００８７】
（５）水性分散体の有機溶剤含有率
　ガスクロマトグラフ（島津製作所社製、商品名「ＧＣ－８Ａ」）［ＦＩＤ検出器使用、
キャリアーガス：窒素、カラム充填物質（ジーエルサイエンス社製）：ＰＥＧ－ＨＴ（５
％）－Ｕｎｉｐｏｒｔ　ＨＰ（６０／８０メッシュ）、カラムサイズ：直径３ｍｍ×３ｍ
、試料投入温度（インジェクション温度）：１５０℃、カラム温度：６０℃、内部標準物
質：ｎ-ブタノール］を用い、水性分散体または水性分散体を水で希釈したものを直接装
置内に投入して、有機溶剤の含有率を求めた。検出限界は０．０１質量％であった。
【００８８】
（６）固形分濃度
　液状物を適量秤量し、これを１５０℃で残存物（固形分）の質量が恒量に達するまで加
熱し、固形分濃度を求めた。
【００８９】
（７）酸変性ポリオレフィン樹脂粒子の数平均粒子径
　マイクロトラック粒度分布計（日機装社製、商品名「ＵＰＡ１５０」）（ＭＯＤＥＬ　
Ｎｏ．９３４０、動的光散乱法）を用い、数平均粒子径を求めた。粒子径算出に用いる樹
脂の屈折率は１．５７とした。
【００９０】
（８）離型層の厚み
　接触式膜厚計を用い、離型層を積層して得られたシート（離型用シート）の全体の厚さ
から、基材の厚さを減じて求めた。
【００９１】
（９）剥離強度
　得られた離型用シートの離型層側に、幅５０ｍｍ、長さ１５０ｍｍのポリエステル粘着
テープ（日東電工社製、「Ｎｏ．３１Ｂ」）（アクリル系粘着剤）をゴムロールで圧着し
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て試料とした。この試料を、金属板／ゴム板／試料／ゴム板／金属板の形で挟み、２ｋＰ
ａ荷重、７０℃の雰囲気で２０時間放置し、その後３０分以上冷却して常温に戻し、剥離
強度測定用試料を得た。剥離強度測定用試料の、粘着テープと離型用シートとの剥離強度
を、２５℃の恒温室で引張試験機（インテスコ社、「製精密万能材料試験機２０２０型」
）にて測定した。測定時の剥離角度は１８０°、剥離速度は３００ｍｍ／分であった。
【００９２】
(１０)耐水擦過性
　水を含ませ１ｃｍ程度に丸めた脱脂綿をピンセットでつまみ、離型層上を１０回軽くな
ぞり塗膜が欠落しているかどうかを目視で判断した。
○：塗膜の存在が認められる。
×：塗膜が欠落し下地が見える。
【００９３】
（１１）耐塗膜移行性
　ＤＩＣ社製ハードコート剤ＵＶＴクリアータイプＦを離型用シート上に膜厚１０μｍに
なるよう塗工し１２０℃×３０秒乾燥した。その上から熱可塑性アクリル系樹脂（ローム
アンドハース社製パラロイドＢ－６６）からなる接着剤層を乾燥膜厚が５μｍになるよう
に塗工した転写シートを作成した。その後、アクリル板と接着剤層が接するように熱ロー
ルで貼り合わせた後（２１０℃×５秒）、離型シートを剥がして保護層付きのアクリル板
を得た。その後保護層の上から白色のインキ（東洋インキ製ファインスターＲ６５０）を
マイヤーバーで塗布乾燥した（６０℃×１０秒）後、粘着テープ（ニチバン社製セロテー
プ（登録商標）ＬＰ－２４）をインキ塗布面に貼り付け剥がしたときに、インキが粘着テ
ープに取られる物を×、インキが移行しない物を○とした（離型層が転写するとインキ密
着性が低下する）。
【００９４】
　実施例において用いた材料を以下に示す。
（１）酸変性ポリオレフィン樹脂（組成を表１に示す。）
・アルケマ社製ボンダインＬＸ－４１１０
・ダウケミカル社製プリマコール５９８０Ｉ
【００９５】
【表１】

【００９６】
（２）カルボジイミド化合物
・日清紡社製「カルボジライトＥ－０１」、「カルボジライトＥ－０２」（いずれも固形
分濃度４０質量％）
【００９７】
（３）オキサゾリン化合物
・日本触媒社製「エポクロスＷＳ－５００」（固形分濃度４０質量％）、「エポクロスＷ
Ｓ－７００」（固形分濃度：２５質量％）
【００９８】
（４）メラミン化合物
・日本サイテック社製、イミノ型メラミン樹脂「サイメル３２５」（固形分濃度：１００
質量％）
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・住友化学社製メチル化メラミン樹脂「スミマールＭ－３０Ｗ」（固形分濃度：１００質
量％）
・ＤＩＣ社製ヘキサ型メラミン樹脂「ベッカミンＪ－１０１」（固形分濃度：１００質量
％）
【００９９】
（５）その他の反応性を有する化合物
・イソシアネート化合物（ＢＡＳＦ社製、「Ｂａｓｏｎａｔ　ＨＷ－１００」）（固形分
濃度：１００質量％）
・エポキシ化合物水分散体（アデカ社製、「アデカレジン　ＥＭ－０５１Ｒ」）（固形分
濃度：５０質量％）
【０１００】
（６）ポリビニルアルコール
・日本酢ビ・ポバール社製、「ＶＣ－１０」（重合度：１，０００）
【０１０１】
（７）基材フィルム
・二軸延伸ポリエステルフィルム（ユニチカ社製、「エンブレットＳ-３８」）（厚み：
３８μｍ）
【０１０２】
〔水性分散体Ｍ－１の製造〕
　ヒーター付きの密閉できる耐圧１リットル容ガラス容器を備えた撹拌機を用いて、６０
．０ｇの酸変性ポリオレフィン樹脂（アルケマ社製ＬＸ－４１１０）、９０．０ｇのＩＰ
Ａ（和光純薬社製）、３．０ｇのＴＥＡ（和光純薬社製）、および１４７．０ｇの蒸留水
をガラス容器内に仕込み、撹拌翼の回転速度を３００ｒｐｍとした。そして系内温度を１
４０～１４５℃に保って、さらに３０分間撹拌した。その後、水浴につけて、回転速度３
００ｒｐｍのまま攪拌しつつ室温（約２５℃）まで冷却した後、３００メッシュのステン
レス製フィルター（線径０．０３５ｍｍ、平織）で加圧濾過（空気圧０．２ＭＰａ）し、
乳白色の均一な酸変性ポリオレフィン樹脂水性分散体Ｍ－１を得た。
【０１０３】
〔水性分散体Ｍ－２の製造〕
　ヒーター付きの密閉できる耐圧１リットル容ガラス容器を備えた撹拌機を用いて、６０
．０ｇの酸変性ポリオレフィン樹脂（ダウケミカル社製５９８０Ｉ）、１６．８ｇのＴＥ
Ａ、および２２３．２ｇの蒸留水をガラス容器内に仕込み、撹拌翼の回転速度を３００ｒ
ｐｍとして撹拌した。そして系内温度を１４０～１４５℃に保って、さらに３０分間撹拌
した。その後、水浴につけて、回転速度３００ｒｐｍのまま攪拌しつつ室温（約２５℃）
まで冷却した後、３００メッシュのステンレス製フィルター（線径０．０３５ｍｍ、平織
）で加圧濾過（空気圧０．２ＭＰａ）し、微白濁の酸変性ポリオレフィン樹脂水性分散体
Ｍ－２を得た。この際、フィルター上に樹脂は殆ど残っていなかった。
【０１０４】
　水性分散体Ｍ－１、Ｍ－２の組成を表２に示した。
【０１０５】
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【表２】

【０１０６】
実施例１
　Ｍ－１、ＷＳ－５００、サイメル３２５およびＶＣ－１０を混合して、固形分濃度１０
質量％の塗工液を得た。配合量は、Ｍ－１の固形分１００質量部に対し、ＷＳ－５００の
固形分が５質量部、サイメル３２５の固形分が５質量部、ＶＣ－１０が３０質量部となる
ようにした。
【０１０７】
　得られた塗工液を、基材フィルムのコロナ処理面にマイヤーバーを用いて乾燥膜厚が０
．２μｍになるようにコートした後、１８０℃で９０秒間乾燥させて、基材フィルム上に
離型層を形成させた。
【０１０８】
実施例２、３
　実施例１で調製した塗工液を用いて、乾燥膜厚が０．５μｍ（実施例２）、０．８μｍ
（実施例３）となるようにした以外は実施例１と同様の操作を行って離型層を形成し、離
型用シートを得た。
【０１０９】
実施例４
　実施例１において用いた塗工液の調製において、Ｍ－１に代えてＭ―２を用いた以外は
、実施例１と同様の操作を行って固形分濃度１０質量％の塗工液を調製し、これを用いて
実施例１と同様の操作を行い離型用シートを得た。
【０１１０】
実施例５～１１および比較例１～８
　実施例１において使用した塗工液の組成を、表３また表４のように変更する以外は、実
施例１と同様の操作を行って固形分濃度１０質量％の塗工液を調製し、これを用いて離型
用シートを得た。
【０１１１】
　実施例、比較例において用いた塗工液の組成と、それから得られた離型用シートの評価
結果を表３および表４に示す。
【０１１２】
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【表３】

【０１１３】
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【表４】

【０１１４】
　実施例１～１１の離型用シートは、耐水擦過性、耐塗膜移行性、離型性に優れていた。
【０１１５】
　比較例１より明らかなように、本発明で規定するメラミン化合物を用いなかった場合に
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は、耐水擦過性並びに耐塗膜移行性に劣っていた。また、比較例２または３のように、架
橋剤Ｂの代わりに他の架橋剤を用いても、耐水擦過性並びに耐塗膜移行性は改善されなか
った。
【０１１６】
　比較例４～８から明らかなように、ポリビニルアルコール、架橋剤Ａ、架橋剤Ｂのいず
れかを用いない場合には、耐水擦過性、耐塗膜移行性および離型性のすべてを満足する離
型用シートが得られなかった。
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